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第１章 調査研究の目的 

 

 

１節 はじめに 

 

 少子高齢化に伴い、年齢に関わりなく経済活動に参加できるエイジフリー社会の構築が日

本社会の急務の課題になっている。高齢化が進む地域と比べて、特に首都圏では高齢者の人

数が多いなかで高齢化の速度が増している。このため首都圏では、意欲と能力があれば就業

や社会活動を通して高齢者も経済社会の支え手として活躍できる基盤を整備する対策が急が

れる。対策を講じる際の基礎資料とするため、本調査研究は、首都圏を対象に高齢者の雇用・

就業状況を把握し、社会基盤整備のための方策を検討することを目的に実施した。 

 当機構は平成 19 年・20 年度に、高齢化が最も進展している島根県を対象に、高齢者の雇

用・就業状況の分析をおこなった。雇用・就業に関して、この調査研究から明らかになった

ことは 2 点ある。第一は、島根県は、高齢者の就業問題が今後大きな問題として顕在化しに

くい状況にあることである。島根県では高齢者を家族で支える環境が整っており1、引退の自

由が担保されている2。雇用労働者として、企業内に雇用の場を確保する緊急性は高くない。

第二は、島根県の高齢者は公益活動にも積極的であることである。行政機関が NPO 法人と協

働しながら、住民が地域コミュニティの一員として活躍できる場を創出していることにある。

このため、高齢者も長い職業生活を終えた後に地域社会を支える役割を担うことができる。

総じて、島根県では着実に高齢化対策が進められていると考えられる。 

高齢化対策が喫緊の課題になる地域には、首都圏が挙げられる。現在、首都圏の高齢化比

率は島根県と比べると 10%ほど低い水準にある。しかし、2035 年にかけて高齢化のスピード

は加速する3。更に対象となる高齢者数は多い。ただし、早急な対応策を講じる必要性は、高

齢者数の多さと高齢化の進展の早さという数字上の問題に限らない。 

首都圏特有の課題は 2 つある。ひとつは他人に頼らないで社会生活を送らねばならない人

が多い点である。高齢化が進展しても、親族や地域社会からの支援があれば、高齢期にも安

心して生活できる4。しかし、高齢夫婦世帯と高齢単身世帯は増加の一途を辿っている。この

                                                      
1 『国勢調査（平成 17 年）』（総務省）によれば、島根県の一般世帯の三世代同居率は 16.8%である。 
2 京阪神地域の企業と島根県の企業を比較すると（同一企業規模）、若年の採用が難しいために高齢者を活用す

る企業は少ない。また、継続雇用制度を導入する企業のうち、島根県の企業では再雇用・継続雇用の基準を設け

ている割合は低い。高齢者を積極的に活用する必要に迫られておらず、かつ定年到達者に継続雇用の門戸を広げ

ていることは、定年を期に引退する人は多い可能性がある。 
3 2035 年には、65 歳以上の高齢者比率が、茨城県では 35.2%、栃木県が 33.6%、群馬県が 33.9%、埼玉県が 33.8%、

千葉県が 34.2%、東京都が 30.7%、神奈川県が 31.9%になる。2005 年から 2035 年にかけて高齢化割合の増加は茨

城県が 15.8 ポイント、栃木県が 14.2 ポイント、群馬県が 13.3 ポイント、埼玉県が 17.4 ポイント、千葉県が 17.4
ポイント、東京都が 12.2 ポイント、神奈川県が 15.0 ポイントになる。 
4 『国勢調査（平成 17 年）』（総務省）によれば、特に都心のベットタウンがある千葉県や埼玉県では高齢夫婦

世帯（平成 12 年から 17 年の増加率：埼玉県＋43.9%、千葉県＋40.5%）と高齢単身世帯（平成 12 年から 17 年の
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念頭におくため、本研究では、①企業での雇用を中心に、②企業での雇用労働ではない就業

機会を提供する派遣企業、③NPO 法人、④シルバー人材センター、以上の 4 つの活動領域を

分析対象とする。 

もちろん、高齢者は同じ活動領域に留まることはない。上記の 4 つの活動領域間や活動領

域内を移動することもある。転職ルートという点から見れば、人のつてを頼って移動する場

合もあれば、公共職業安定所や民間の人材紹介機関・派遣企業といった市場を介在して移動

する場合もある。就業期間という点から言えば、失業期間のない転職もあれば、失業してい

る場合もある。このような理由から、首都圏の高齢者の就業・社会活動の課題を捉えるには、

不就業者も含めた人材の活動領域内や領域間の移動も分析の範疇に入れておく必要がある。 

さて、高齢化対策を具体的に検討するには、以下の 2 つのステップを踏んでおく必要があ

る。第一段階は、高齢者の雇用・就業状況を把握することである。現在の問題や課題を把握

するには、労働供給側と労働需要側の両者から実態把握をおこなう必要がある。労働供給側

からは、就業者と不就業者の両者を捉え、かれらの就業状況・生活状況を明らかにすること

が求められる。他方、労働需要側からは、企業等の組織がどのような人事戦略に基づいて高

齢者を活用しているのかを明らかにする必要がある。高齢者の職域や労働条件は、企業の全

従業員に対する人事戦略のなかで、高齢者に何を期待するかによって決まる。 

第二段階では、高齢者を活用する企業等の組織において、高齢者の活用領域が拡大するの

か、縮小するのか、この点を明らかにすることである。直接的には高齢者の活用領域は労働

需要側の意思決定によって定まる。労働需要側が高齢者の活用をどのように進めるのかを把

握し、活用範囲に制約があれば、その要因を探る必要がある。また、特にシルバー人材セン

ターにように高齢者を主体とする事業組織の場合には、高齢者の活用領域は経営環境と経営

管理体制によって決まるところが大きい。このため、組織経営の課題にまで踏み込んだ分析

が必要になる。他方、労働需要側は、高齢者の就業ニーズも踏まえて活用範囲を決定する。

このため、労働市場の発展可能性を検討するには、不就業者を含めて現在の高齢者がどのよ

うな就業ニーズを持ち、今後どのような就業を希望するのかを把握しておく必要がある。 

 具体的な対策を検討する前段階として、以上のステップを踏む必要がある。2 年間で実施

する本調査プロジェクトでは、対策立案の基礎的な情報を収集するため、特に第一段階の解

明に力点をおいて研究を進めることにした。 

 

３節 調査研究の進め方と調査の概要 

 

１．調査研究の進め方 

 本調査研究では、①4 つの活動領域（企業・派遣企業・NPO 法人・シルバー人材センター）

における高齢者の雇用・就業状況、②不就業者を含めた人材の移動状況、以上の 2 点を捉え

ることにしている。この点を明らかにするため、①4 つの活動領域における人事管理担当者

 
 

ため、高齢者が生活を維持していくためには、自立した生活が営める程度の収入を得られる

機会が必要になる。 

このとき、もう一つの課題が浮上する。それは首都圏には雇用労働者が多い点にある。自

営業主の場合は、健康であれば年齢に関わりなく働くことができる。雇用労働者の場合、働

ける年齢に上限が設けられていることが多い。働くことを希望しても、年齢を重ねるにつれ

働く機会が減少する。改正高年齢者雇用安定法の施行により 65 歳までの雇用は確保されたも

のの、一度雇用機会が失われると、再び働きはじめることは難しい状況にある。このため、

経済的なニーズの高い高齢者には再び働ける環境を整えることが求められる。 

 一方、首都圏であることの利点もある。端的にいえば、首都圏では高齢者に多様な働き方

の選択肢を用意できる潜在的な可能性がある点である。具体的には、第一は転職市場や派遣

労働市場が整備されている点である。現在、主たる顧客を高齢者とする民間の人材紹介会社

や派遣会社は少ないが、高齢者数の増加に応じて顧客層を高齢者に拡大する可能性もある。

営業開拓や高齢者へのカウンセリング、マッチング方法、アフターフォローのノウハウを活

かした経営を展開すれば、高齢者の転職市場や派遣市場が整備される可能性も高くなる。 

第二は、能力を社会に還元するなど社会貢献のために活動しようと思えば NPO 法人で働く

という選択肢も考えられる点である。特に東京都では、NPO 法人は他の地域に比べて身近な

存在になっている。自治会や町内会といった地縁型組織での活動ではなく、また費用対効果

の点から営利企業の参入が難しい事業領域においても、活動できる可能性を持っている。 

以上のように、首都圏は他の地域とは異なり、2 つの潜在能力を持っているといえる。ひ

とつは、企業での就業やシルバー人材センターでの就労を含めて、多様な働き方ができるこ

と。もう一つは、転職市場が整備されれば、新たな職場を探索しやすくなることである。 

 

２節 研究の視点 

  

高齢者の雇用・就業の場を整備するには、上記に示したような首都圏特有の社会基盤を活

かした対策を講じることが求められる。 

本研究では、高齢者の活動領域を、収入を得られる活動に限定している。収入は生計を維

持するために必要であるが、労働と消費によって経済活動に参加し、社会の支え手になると

いう意識をもつことにもなる。収入機会を得るには、企業での生産活動を通じて職業生活を

送る方法もある。このとき、60 歳前から同じ企業で働くこともあれば、他社に移動して働く

こともある。企業で働く場合も、直接雇用ではなく、スポット契約に基づき派遣スタッフと

して働く方法もある。また、現役時代と同様に営利組織でなく、NPO 法人で働く方法もある。

請負契約でシルバー人材センターを通して働く方法もある。このように活動領域の多様性を

                                                                                                                                                                          
増加率：埼玉県＋47.9%、千葉県 40.3%）は大幅に増加している。 
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施の詳細は、図表総-1-3-1 及び資料編に掲載してある。 

 

２．アンケート調査対象者の概要 

 第一回目に実施した調査結果の特徴を見るため、①民間企業の定年制度の状況と、②個人

調査における回答者の概要、③インターネット調査における回答者の概要、以上の 3 点を紹

介することにする。 

民間企業向け調査の回答企業の定年制と継続雇用制度の状況は、図表総-1-3-2 に示してあ

る。回答事業所のうち、定年制がありかつ、定年年齢を 60 歳に定める企業が約 78%を占め

る。定年年齢を 65 歳以下に設定する企業における継続雇用制度の状況を見ると、再雇用制度

が 71.3%を占める。更に、この該当企業における雇用上限年齢を 65 歳にする企業は 62.3%を

占めている。66 歳を超えた継続雇用制度を導入する企業は 21.7%を占める。 

 

図表総-1-3-2 回答企業における定年制及び継続雇用制度の導入状況 

定年あり
97.7%（N=2415）

定年なし
1.9%（N=47）

回答事業所（N=2472）

無回答
0.4%（N=10）

【定年年齢 上段：定年あり％
下段：全体％】

勤務延長制度
9.8%（N=232）

9.4%

再雇用制度
71.3%（N=1694）

68.5%

無回答
2.6%（N=62）

2.5%

再雇用・勤務延長の併用
13.2%（N=313）

12.7%

継続雇用制度なし
3.2%（N=75）

3.0%

61～64歳
4.7%（N=114）

4.6%

60歳
79.6%（N=1923）

77.8%

65歳
14.0%（N=339）

13.7%

66～69歳
0.2%（N=4）

0.2%

70歳
0.8%（N=20）

0.8%

無回答
2.7%（N=64）

2.6%

【継続雇用制度（定年65歳以下）
上段：定年65歳以下％

下段：全体％】

【定年制】

65歳
62.3%（N=1394）

56.3%

63～64歳
3.4%（N=76）

3.1%

66～69歳
4.0%（N=89）

3.6%

70歳
12.5%（N=280）

11.3%

71～74歳
1.7%（N=38）

1.5%

無回答
12.7%（N=284）

11.5%

【雇用上限年齢（定年65歳以下）
上段：継続雇用制度あり％

下段：全体％】

75歳以上
3.5%（N=78）

3.2%

71歳以上
0.0%（N=1）

0.0%

 
注：図表中の網かけ部分は制度上 66 歳を超えて雇用を確保する箇所を示す。 

 

次に、4 つの活動領域の高齢者を対象にした回答者の年齢を図表総-1-3-3 から見ることに

する。民間企業勤務者と派遣スタッフともに 64 歳未満が全体の 50%を超える（民営 60.5%、

派遣 55.7%）、年齢と構成比の分布を見ると、年齢の高さに比例して構成比が大幅に減少する。

一方、NPO 法人の場合には、62 歳～64 歳未満が 21.2%、66 歳～68 歳未満が 17.1%を占めて

いる。60 歳代に限定すれば回答者の年齢分布に偏りがない。民間企業勤務者と派遣スタッフ

の年齢分布のばらつきと比較すると、NPO 法人では年齢分布の山がなだらかになっている。

他方、シルバー人材センターの場合、年齢分布のピークが 68 歳～70 歳未満（17.5%）になっ

ている。66 歳～76 歳未満の 10 歳の間に約 75%の回答が集中している。 
 

 

とそこで活動する高齢者への聞き取り調査を行い、②4 つの活動領域の人事管理担当者や高

齢者、不就業者へのアンケート調査を実施した。 

聞き取り調査は、2 年間にわたり①企業 3 社、②派遣企業 5 社、③NPO 法人 3 法人、④シ

ルバー人材センター9 拠点に対して実施した。人事担当者向けの調査では、高齢者の雇用・

活用状況や今後の活用方針に関する設問を、活動領域の共通設問としている。しかし、活動

領域の特質にあわせて、一部調査項目を変更している。例えば、特に大企業を中心とする民

間企業では、出向・転籍による人材移動の状況、高齢者向けの人事制度の質問を増加してい

る。派遣企業では、人材のマッチングプロセスに関する質問項目、シルバー人材センターや

NPO 法人では経営戦略や職員の人事管理の調査も行っている。一方、個人側の調査では、高

齢者の就業意識や生活状況が共通する調査項目となっている。 

 

図表総-1-3-1 アンケート調査の実施状況 

①民営事業所調査 ②民間事業所個人調査 ③NPO法人調査 ④NPO法人勤務者調査 ⑤シルバー人材センター調査

実施時期

調査方法 郵送法 郵送法 郵送法 郵送法 郵送法

データベース 当機構データベースから抽出 当機構データベースから抽出 内閣府データベースから抽出 内閣府データベースから抽出 全数

配布先

以下のa～cの条件にあう事業所を抽
出し、従業員数1001人以上企業の事
業所は悉皆調査、従業員数1000人
未満の事業所は無作為抽出し、郵送
にて配布

①調査の回答者を経由し、60歳以上
3名（うち60～64歳は2名）への配布を
依頼

首都圏立地の法人（15882法人）から
無作為抽出し、郵送にて配布

③調査の回答者を経由し、60歳以上
5名（うち、60～64歳は3名）への配布
を依頼

首都圏に立地する318センターセン
ターに配布

a.首都圏立地の事業所

b.60～64歳従業員2名以上在籍、か
つ65歳以上1名以上在籍

c.次の業種は除く。農業、林業、漁
業、学校教育、複合サービス、宗教、
政治・経済・文化団体、公務、医療
（福祉は対象）、人材派遣業

配布数 15000票（うち宛先不明211票）
44367票(①調査の回答者による配布

数5402票)
1000票（うち宛先不明131票）

4345票（③調査の回答者による配布
数219票）

318票

回収方法

回収数 2460票 4830票 118票 214票 185票

回収率 16.6%
10.9%（①調査の回答者による配布数

ベースの回収率89.4%）
13.8%

4.9%（③調査の回答者による配布数
ベースの回収率97.7%）

58.0%

⑥シルバー人材センター会員調査 ⑦人材派遣業調査 ⑧派遣就労調査 ⑨60歳代の就業・不就業者調査

実施時期 2010年10月25日～11月8日

調査方法 郵送法 郵送法 郵送法 インターネット調査

データベース 全数 当機構データベースから抽出 当機構データベースから抽出

配布先

⑤に該当するセンターで、かつヒアリ
ング調査協力センターを対象に含
む。該当する5センター（横浜は最低1
事務所とする）とあわせて、会員1001
人以上センター20センター、会員501
～1000人センター10センター、計30セ
ンターになるように対象センターを無
作為抽出、各センターに200名ずつ配
布依頼

当機構データベースから首都圏立地
の派遣業全数

⑦調査の回答者を経由し、60歳以上
の派遣就労者3名（うち、60～64歳は
2名）への配布を依頼

a.首都圏（山梨県を除く）に居住する
60歳代
b.50歳代に「正社員」まはた「職員」
（公的機関）の雇用形態で5年以上の
勤務経験者（自営業主・経営者は除
く）
c.現在、仕事をしている人（自営業も
含む）2000名、仕事をしていない人
2000名

配布数 5800票（29センター配布） 1257票
3591票（⑦調査票の回答者による配

布数279票）

回収方法 アンケート回収企業に返信

回収数 2450票 241票 216票 就業者1999票、不就業者2000票

回収率 42.2% 20.1%
6.0%（⑦調査の回答者による配布数

ベースの回収率77.4%）

返信用封筒を同封し、回答者が調査票を返信用封筒に封入し、当機構宛に返送

2010年2月18日～3月15日

2010年2月18日～3月15日

返信用封筒を同封し、回答者が調査票を返信用封筒に封入し、当機構宛に返送

 

 

アンケート調査は 2 つの時期に分けて実施した（図表総-1-3-1）。一回目は、4 つの活動領

域の人事管理担当者（部長に依頼）と 60 歳以上の高齢者向けにアンケートを行った。実施時

期は 2010 年 2 月 18 日～3 月 15 日である。いずれも郵送法にて実施した。二回目は、2010

年 10 月 25 日～11 月 8 日に実施した。対象は首都圏（山梨県を除く）に居住する 60 歳代（60

歳～69 歳）の就業者と不就業者とした。調査方法はインターネット集計企業にモニター登録

する 60 歳代高齢者とした。調査方法はインターネットを経由して調査票を配布した。調査実
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施の詳細は、図表総-1-3-1 及び資料編に掲載してある。 

 

２．アンケート調査対象者の概要 

 第一回目に実施した調査結果の特徴を見るため、①民間企業の定年制度の状況と、②個人

調査における回答者の概要、③インターネット調査における回答者の概要、以上の 3 点を紹

介することにする。 

民間企業向け調査の回答企業の定年制と継続雇用制度の状況は、図表総-1-3-2 に示してあ

る。回答事業所のうち、定年制がありかつ、定年年齢を 60 歳に定める企業が約 78%を占め

る。定年年齢を 65 歳以下に設定する企業における継続雇用制度の状況を見ると、再雇用制度

が 71.3%を占める。更に、この該当企業における雇用上限年齢を 65 歳にする企業は 62.3%を

占めている。66 歳を超えた継続雇用制度を導入する企業は 21.7%を占める。 

 

図表総-1-3-2 回答企業における定年制及び継続雇用制度の導入状況 

定年あり
97.7%（N=2415）

定年なし
1.9%（N=47）

回答事業所（N=2472）

無回答
0.4%（N=10）

【定年年齢 上段：定年あり％
下段：全体％】

勤務延長制度
9.8%（N=232）

9.4%

再雇用制度
71.3%（N=1694）

68.5%

無回答
2.6%（N=62）

2.5%

再雇用・勤務延長の併用
13.2%（N=313）

12.7%

継続雇用制度なし
3.2%（N=75）

3.0%

61～64歳
4.7%（N=114）

4.6%

60歳
79.6%（N=1923）

77.8%

65歳
14.0%（N=339）

13.7%

66～69歳
0.2%（N=4）

0.2%

70歳
0.8%（N=20）

0.8%

無回答
2.7%（N=64）

2.6%

【継続雇用制度（定年65歳以下）
上段：定年65歳以下％

下段：全体％】

【定年制】

65歳
62.3%（N=1394）

56.3%

63～64歳
3.4%（N=76）

3.1%

66～69歳
4.0%（N=89）

3.6%

70歳
12.5%（N=280）

11.3%

71～74歳
1.7%（N=38）

1.5%

無回答
12.7%（N=284）

11.5%

【雇用上限年齢（定年65歳以下）
上段：継続雇用制度あり％

下段：全体％】

75歳以上
3.5%（N=78）

3.2%

71歳以上
0.0%（N=1）

0.0%

 
注：図表中の網かけ部分は制度上 66 歳を超えて雇用を確保する箇所を示す。 

 

次に、4 つの活動領域の高齢者を対象にした回答者の年齢を図表総-1-3-3 から見ることに

する。民間企業勤務者と派遣スタッフともに 64 歳未満が全体の 50%を超える（民営 60.5%、

派遣 55.7%）、年齢と構成比の分布を見ると、年齢の高さに比例して構成比が大幅に減少する。

一方、NPO 法人の場合には、62 歳～64 歳未満が 21.2%、66 歳～68 歳未満が 17.1%を占めて

いる。60 歳代に限定すれば回答者の年齢分布に偏りがない。民間企業勤務者と派遣スタッフ

の年齢分布のばらつきと比較すると、NPO 法人では年齢分布の山がなだらかになっている。

他方、シルバー人材センターの場合、年齢分布のピークが 68 歳～70 歳未満（17.5%）になっ

ている。66 歳～76 歳未満の 10 歳の間に約 75%の回答が集中している。 
 

 

とそこで活動する高齢者への聞き取り調査を行い、②4 つの活動領域の人事管理担当者や高

齢者、不就業者へのアンケート調査を実施した。 

聞き取り調査は、2 年間にわたり①企業 3 社、②派遣企業 5 社、③NPO 法人 3 法人、④シ

ルバー人材センター9 拠点に対して実施した。人事担当者向けの調査では、高齢者の雇用・

活用状況や今後の活用方針に関する設問を、活動領域の共通設問としている。しかし、活動

領域の特質にあわせて、一部調査項目を変更している。例えば、特に大企業を中心とする民

間企業では、出向・転籍による人材移動の状況、高齢者向けの人事制度の質問を増加してい

る。派遣企業では、人材のマッチングプロセスに関する質問項目、シルバー人材センターや

NPO 法人では経営戦略や職員の人事管理の調査も行っている。一方、個人側の調査では、高

齢者の就業意識や生活状況が共通する調査項目となっている。 

 

図表総-1-3-1 アンケート調査の実施状況 

①民営事業所調査 ②民間事業所個人調査 ③NPO法人調査 ④NPO法人勤務者調査 ⑤シルバー人材センター調査

実施時期

調査方法 郵送法 郵送法 郵送法 郵送法 郵送法

データベース 当機構データベースから抽出 当機構データベースから抽出 内閣府データベースから抽出 内閣府データベースから抽出 全数

配布先

以下のa～cの条件にあう事業所を抽
出し、従業員数1001人以上企業の事
業所は悉皆調査、従業員数1000人
未満の事業所は無作為抽出し、郵送
にて配布

①調査の回答者を経由し、60歳以上
3名（うち60～64歳は2名）への配布を
依頼

首都圏立地の法人（15882法人）から
無作為抽出し、郵送にて配布

③調査の回答者を経由し、60歳以上
5名（うち、60～64歳は3名）への配布
を依頼

首都圏に立地する318センターセン
ターに配布

a.首都圏立地の事業所

b.60～64歳従業員2名以上在籍、か
つ65歳以上1名以上在籍

c.次の業種は除く。農業、林業、漁
業、学校教育、複合サービス、宗教、
政治・経済・文化団体、公務、医療
（福祉は対象）、人材派遣業

配布数 15000票（うち宛先不明211票）
44367票(①調査の回答者による配布

数5402票)
1000票（うち宛先不明131票）

4345票（③調査の回答者による配布
数219票）

318票

回収方法

回収数 2460票 4830票 118票 214票 185票

回収率 16.6%
10.9%（①調査の回答者による配布数

ベースの回収率89.4%）
13.8%

4.9%（③調査の回答者による配布数
ベースの回収率97.7%）

58.0%

⑥シルバー人材センター会員調査 ⑦人材派遣業調査 ⑧派遣就労調査 ⑨60歳代の就業・不就業者調査

実施時期 2010年10月25日～11月8日

調査方法 郵送法 郵送法 郵送法 インターネット調査

データベース 全数 当機構データベースから抽出 当機構データベースから抽出

配布先

⑤に該当するセンターで、かつヒアリ
ング調査協力センターを対象に含
む。該当する5センター（横浜は最低1
事務所とする）とあわせて、会員1001
人以上センター20センター、会員501
～1000人センター10センター、計30セ
ンターになるように対象センターを無
作為抽出、各センターに200名ずつ配
布依頼

当機構データベースから首都圏立地
の派遣業全数

⑦調査の回答者を経由し、60歳以上
の派遣就労者3名（うち、60～64歳は
2名）への配布を依頼

a.首都圏（山梨県を除く）に居住する
60歳代
b.50歳代に「正社員」まはた「職員」
（公的機関）の雇用形態で5年以上の
勤務経験者（自営業主・経営者は除
く）
c.現在、仕事をしている人（自営業も
含む）2000名、仕事をしていない人
2000名

配布数 5800票（29センター配布） 1257票
3591票（⑦調査票の回答者による配

布数279票）

回収方法 アンケート回収企業に返信

回収数 2450票 241票 216票 就業者1999票、不就業者2000票

回収率 42.2% 20.1%
6.0%（⑦調査の回答者による配布数

ベースの回収率77.4%）

返信用封筒を同封し、回答者が調査票を返信用封筒に封入し、当機構宛に返送

2010年2月18日～3月15日

2010年2月18日～3月15日

返信用封筒を同封し、回答者が調査票を返信用封筒に封入し、当機構宛に返送

 

 

アンケート調査は 2 つの時期に分けて実施した（図表総-1-3-1）。一回目は、4 つの活動領

域の人事管理担当者（部長に依頼）と 60 歳以上の高齢者向けにアンケートを行った。実施時

期は 2010 年 2 月 18 日～3 月 15 日である。いずれも郵送法にて実施した。二回目は、2010
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第２章 分析結果の概要と提言 

 
 

１節 「本編」分析結果の概要 

 

上述のように、当委員会では 8 種類の郵送による質問紙（アンケート）調査と 1 種類のイ

ンターネットによるウェッブ・アンケート調査、さらに事業所に対するインタビュー調査な

どを実施した。これらの概要は本報告書の「資料編」に掲載してあるが、これらの調査デー

タを用い各領域（民間事業所、人材派遣業、NPO 法人、シルバー人材センターなど）ごとに、

より深い分析を行っている。その結果が、「本編」の各章の論稿である。以下では、まずこれ

らの論稿の概要を紹介する。 

 

第Ⅰ節 民間事業所調査編 

 雇用の中心的な場は、言うまでもなく民間事業所であり、それは高齢者に関しても同様で

ある。その民間事業所は、「高年齢者雇用安定法」によって、65 歳までの安定した雇用を確

保するために「高年齢者雇用確保措置」の実施が義務付けられている。そのような中で、民

間事業所やそこに勤務する高齢者は、どのような状態にあるのだろうか。 

第１章 継続雇用と中高齢期の移動 

 企業で働く高齢者の中には、以前からの企業に継続して働いている人もいれば、別の企業

から移動してきて働いている人もいる。後者の移動してきた人の中には、通常の転職以外に、

出向によって移動してきた人もいる。この章では、このような継続雇用、転職、出向という

高齢期の 3 つの移動・就業パターンの現状を、事業所に対する調査データを用いて分析して

いる。まず、定年後の継続雇用についてである。そこでは、希望者を選別して継続雇用を決

める「希望者選別型」の企業では、実際に選別によって継続雇用されなかった人は少ないが、

そもそも希望者が少なくなり、結果として継続雇用者が少なくなっていた。そこで、継続雇

用の実効性を高めるためには、希望者全員を継続雇用とする「希望者全員型」を基本とし、

より高度な仕事の担当者を選ぶために「希望者選別型」を併用することを提言している。次

の、出向による移動（50 歳以上）と通常の転職による移動（60 歳以上）の比較では、両者で

人材受入れ側の事情がどう異なっているのかを分析している。その結果、出向に関しては、

移動先ニーズにもとづいた「プル型」で受入側の利点が多く、それは通常の転職者の受入れ

（企業側から見ると採用）と同様に、経営状況が良い企業で行われていたのに対し、プッシ

ュ型ではむしろこれらの関係が逆であることがわかった。そこで、移動元の事情で押し出さ

れた形の「プッシュ型」の出向を減らすことが必要で、そのためには、定年前も含め中高齢

者の社内活用の方策を本格的に展開することが必要としている。 

 
 

図表総-1-3-3 活動組織別、回答者の年齢別構成比（無回答は非掲載） 

31.5%

29.0%

14.4%

12.2%

6.8%

3.0%
1.5%

13.5%

21.2%

13.0%

17.1%
15.5%

8.8%

2.6% 2.6% 3.6%
2.5%

4.1%

6.9%

14.7%

17.5%
15.5% 14.9%

11.6%

6.2%

3.8%
2.4%

25.7%

29.9%

22.0%

11.7%

5.6% 3.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

62歳未満 62 - 63歳 64 - 65歳 66 - 67歳 68 - 69歳 70 - 71歳 72 - 73歳 74 - 75歳 76 - 77歳 78 - 79歳 80歳以上

民間（N=4667） ＮＰＯ（ N=193） シルバー（N=2389） 派遣（N=214）  

 

最後に、インターネット調査の回答状況を見たのが、図表総-1-3-4 である。インターネッ

ト調査と郵送調査の対象者の違いを見てみよう。インターネット調査では、長期勤続者の就

業上の分岐や、管理職経験者の再雇用条件や再就職の課題を分析するため、50 歳代に正社員

の勤務経験を 5 年以上持つ 60 歳代を対象にしている。一方、郵送法の調査では、60 歳以上

の従業員（経営者を除く）を対象にしている。図表総 1-3-4 上段は 50 歳代の最高年収を尋ね

ているが、郵送法では「1000 万円以上」が 17.6%、インターネット調査では 41.6%を占めて

いる。下段は最終学歴であるが、郵送法では「大学・大学院卒」が 29.9%、インターネット

調査では 63.6%を占めている。インターネット調査では、特に高学歴でかつ、50 歳代では高

収入の高齢者が回答者の多くを占めているという特徴がある。 

 

図表総-1-3-4 インターネット調査と郵送法の傾向（民営事業所の 60～69 歳回答者のみ）（列％） 

 郵送法
インターネット

調査

50歳代の年収 ～100万円未満 0.7 0.2
100～200万円未満 2.1 0.8
200～300万円未満 4.1 2.9
300～400万円未満 7.6 4.6
400～500万円未満 9.9 4.9
500～600万円未満 10.7 5.1
600～700万円未満 9.7 6.4
700～800万円未満 10.5 8.6
800～900万円未満 9.2 9.5
900～1000万円未満 8.2 11.3
1000万円以上 17.6 41.6
わからない 1.2 4.2
無回答 8.5 0

N 4330 1999
最終学歴 中学校　　 11.3 1.5

高等学校 47.4 24.0
短大・専門学校・高専 9.5 10.8
大学・大学院 29.9 63.4
その他 0.7 0.3
無回答 1.2 0

N 4338 1999  
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